
1 

いしいケア・クリニック運営規程  

（通所リハビリテーション） 

 

（運営規程設置の主旨） 

第１条  医療法人新生会が開設するいしいケア・クリニック（以下「事業所」という。）において実施する通

所リハビリテーションの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。 

 

（事業の目的） 

第２条 通所リハビリテーションは、要介護状態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、

介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復

を図ることを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第３条 事業所では、通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法その他必要なリハビリテーションを

行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を

営むことができるよう在宅ケアの支援に努める。 

２  事業所では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則

として利用者に対し身体拘束を行なわない。 

３  事業の実施に当っては、地域との結び付きを重視し、行政・地域包括支援センター・指定居宅介護支援事

業者・他の指定居宅サービス事業者及びその他の保健・医療・福祉サービスを提供するものと密接な連携に

努めるものとする。 

４  サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、

理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。 

５ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づくガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情

報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への

情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。 

 

（事業所の名称及び所在地等） 

第４条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。 

（１）  施設名      いしいケア・クリニック 

（２） 開設年月日  平成２７年７月１日 

（３）  所在地      岩国市麻里布町 3丁目 5-5  

（４） 電話番号  ０８２７―２９―３３０６ FAX番号０８２７―２９―３３０７ 

（５） 管理者名   原田 唯成 

（６）  介護保険指定番号    通所リハビリテーション（３５１０８１２７１６号） 
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（従業者の職種、員数） 

第 5条  事業所の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、予防給付と兼務する。 

（１） 管理者       １人 

（２） 医師        １人 

（３） 看護職員      １人 

（４） 介護職員      7人 

（５）  支援相談員     2人 

（６）  理学療法士     3人 

（７） 作業療法士     1人 

 

（従業員の職務内容） 

第 6条 前条に定める事業所職員の職務内容は、次のとおりとする。 

（１）管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

（２）医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。 

（３）看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の通所リハ

ビリテーション計画に基づく看護を行う。 

（４）介護職員は、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく介護を行う。 

（５）支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、 

      指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。 

（６）理学療法士・作業療法士等は、医師や看護職員等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成する

とともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。 

 

 

 

（営業日及び営業時間） 

第 7条 通所リハビリテーションの営業日及び営業時間以下のとおりとする。 

（１） 月曜日から土曜日までとする。祝祭日も営業する。 

        但し、年末年始（12月 31日～1月 3日）を除く。 

（２）  営業日の午前８時から午後５時までを営業時間とする。 

    通常のサービス提供時間は、（１単位）午前９時００分から午後１２時００分までとする。 

（２単位）午後１３時００分から午後１６時００分までとする。 

    

（利用定員） 

第 8条 通所リハビリテーションの利用定員数は、３０人とする。（予防給付含む） 

 

（事業の内容） 

第 9条 通所リハビリテーションは、医師、理学療法士・作業療法士等リハビリスタッフによって作成される

通所リハビリテーション計画及びリハビリテーション実施計画書に基づいて、理学療法その他必要なリハ

ビリテーションを行う。 

１ 通所リハビリテーション計画に基づき、食事を提供する。 

２ 通所リハビリテーション計画に基づき、居宅及び施設間の送迎を実施する。 

３ 通所リハビリテーション計画に基づき、リハビリテーションマネジメントを実施する。 

４  通所リハビリテーション計画に基づき、短期集中リハビリテーションを実施します。 
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（利用者負担の額）   

第 10条 利用者負担の額を以下とおりとする。 

（１）事業所は、法定代理受領サービスに該当する指定通所リハビリテーションを提供した際には、その利用 

者から利用料の一部（本人負担分に応じた）として、厚生労働大臣が定める当該指定通所リハビリテーシ

ョンに係る居宅介護サービス費用基準額から、当施設に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得

た額の支払いを受けるものとする。 

（２）事業所は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所リハビリテーションを提供した際にその利用者 

から支払いを受ける利用料の額を、指定通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額と同 

額とする。 

（３）事業所は、前２項の支払いを受ける額のほか、別に定める料金表により支払いを利用者より受けるもの 

とする。 

（４）通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎については、通常事業の実施地域

を越えた地点から路程１㎞あたり３５円の交通費の支払いを利用者より受けるものとする。 

 

 

 

（通常の事業の実施地域） 

第 11条  通常の事業の実施地域を以下の通りとする｡ 

岩国市（但し、玖珂町、北河内、南河内、由宇町、灘、通津、本郷町、周東町、錦町、美川町、美和

町及び離島を除く）、和木町 

 

（事業所の利用に当たっての留意事項） 

第１２条  通所リハビリテーション利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。 

・火気の取扱いは、禁止。 

・所持品・備品等の持ち込みは、必要最低限とする。 

・金銭・貴重品の管理は、必要最低限とする。 

・介護予防通所リハビリテーション利用時の医療機関での受診は、緊急時は可。 

・ペットの持ち込みは、禁止。 

・「営利行為、特定の政治活動、宗教活動」は、禁止。 

・他利用者・職員への迷惑行為（ハラスメント等）は禁止。 

・飲食物の持ち込みは禁止。 

・利用者同士、又は利用者・職員間での物のやりとりは禁止。 

 

（非常災害対策） 

第１３条 事業所は、消防法を順守した上で、非常災害対策として次に掲げる事項を行います。 

・営業時間中に災害の発生した場合には、利用者の安全確保に必要な措置をとる。 

・事業所より退避する必要のあるときは岩国市の定める避難場所に避難する。 

・事業所は、消防法を遵守した上で、非常災害に際して必要な消防計画の作成、関係機関への通報及び連携

体制を整備し、避難、救出、消火、通報訓練等を実施する。 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第 1４条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のた

めの指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生

した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。 
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（職員の服務規律） 

第 1５条 職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己

の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。 

（１） 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。 

（２） 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。 

（３） お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。 

 

（職員の勤務条件） 

第 1６条 職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人新生会の就業規則による。 

 

 

（職員の健康管理） 

第１７条 職員は、入職の際及び毎年２回の健康診断を受診すること。 

  

 

（衛生管理） 

第１８条  

（１）利用者の使用する施設、食器、その他の設備又は飲用に供する水についても、定期的に消 

毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。また、従業者は感染症等に関する 

知識習得を行う。 

（２）事業所は、感染症の予防及びまん延防止のための体制（感染症の予防及びまん延防止の 

ための委員会の設置、指針の整備、感染症の従業者への研修方法や研修計画等）を整備 

し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、事業所において感染症が発生し、 

又はまん延しないように必要な措置を講じるものとする。 

 

 

（虐待防止のための措置に関する事項） 

第１９条 事業所は、虐待防止に関する組織内の体制（責任者の選定、虐待防止のための委員会の設置、 

指針の整備、従業者への研修方法や研修計画等）を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、

虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるものとする。 

 

（業務継続計画の策定） 

第２０条  

（１）事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所リハビリテーションの提供を継 

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

（２）事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施するものとする。 

（３）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 
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（サービス提供の記録期間） 

第 21 条 通所リハビリの実施ごとにサービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供終了の日

から５年間保存する。また、ご利用者もしくはご家族等の請求に基づいて閲覧することができ、その複写物

を交付する。 

 

（身体拘束について） 

第 22 条 ご利用者に対する身体拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、利用者又はその他利用者

等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合は、記録を記載するなど必要な手続きにより、身体

を拘束する場合がある。 

 

（秘密保持） 

第 23 条 事業所は業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者又は第

三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて契約中及び契約終了後、第三者

に漏らしてはならない。但し、次の各号についての情報提供については、契約時に利用者及びその家族か

ら別途同意を得るものとする。 

   ① 介護保険サービス利用のためのサービス担当者会議等市町村、居宅支援事業者その他の介護保険事業者

への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関への情報提供。 

   ② 介護保険サービスの質向上のため学会、研究会での事例研究発表。尚、この場合、利用者個人を特定で

きないように仮名等を使用すること。 

２  前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いをする。 

３  職員が退職後も守秘義務を遵守する様必要な措置を講じる。 

 

（苦情対応） 

第 24 条 利用者は提供されたサービスに苦情がある場合には、事業者、介護支援専門員、市町村又は国民健

康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。 

２ 事業所は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申し立て又は相談があ

った場合には、迅速かつ誠実に対応します。重要事項説明書をご覧ください。 

３ 事業所は、利用者が苦情申し立て等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いをすることはありま

せん。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第 25条 その他運営に関する重要事項は、主として次の事項等とする。 

１ 事業所は、通所リハビリの全職員の資的向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また業務体制を

整備する。 

２ この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は、医療法人新生会と事業所の管理者との協議に基づ

いて定めるものとする。 
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付 則 

この運営規程は、平成２７年  ７月 １日より施行する｡ 

この運営規程は、平成２７年  8月 １日より改訂する｡ 

この運営規程は、平成２８年  4月 １日より改訂する｡ 

この運営規程は、平成２９年  6月 １日より改訂する｡ 

この運営規程は、平成３０年  ４月 １日より改訂する｡ 

この運営規程は、令和 1年  １０月 １日より改訂する｡ 

この運営規程は、令和３年  ４月 １日より改訂する｡ 

この運営規程は、令和４年  ３月 １日より改訂する｡ 

この運営規程は、令和４年  ７月 １日より改訂する｡ 

この運営規程は、令和 5年  4月 １日より改訂する｡ 

この運営規程は、令和 6年  4月 １日より改訂する｡ 

この運営規定は、令和 6年 6月 1日より改定する。 

この運営規定は、令和 6年 10月 1日より改訂する。 

この運営規定は、令和 7年 1月 1日より改訂する。 

この運営規定は、令和 7年 4月 21日より改訂する。 

この運営規定は、令和 7年 8月 1日より改訂する。 

この運営規定は、令和 7年 10月 1日より改訂する。 
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（別紙） 

通所リハビリテーションの費用 

（１）基本料金 

通所リハビリテーション費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度および事業所の規模、利用

時間によって利用料が異なります。） 

 

[１時間以上２時間未満] 

・要介護１ ············································································ ３６９円 

・要介護２ ············································································ ３９８円 

・要介護３ ············································································ ４２９円 

・要介護４ ············································································ ４５８円 

・要介護５ ············································································ ４９１円 

 

[２時間以上３時間未満] 

・要介護１ ············································································ ３８３円 

・要介護２ ············································································ ４３９円 

・要介護３ ············································································ ４９８円 

・要介護４ ············································································ ５５５円 

・要介護５ ············································································ ６１２円 

 

[３時間以上４時間未満] 

・要介護１ ············································································ ４８６円 

・要介護２ ············································································ ５６５円 

・要介護３ ············································································ ６４３円 

・要介護４ ············································································ ７４３円 

・要介護５ ············································································ ８４２円 

 

① リハビリテーションマネジメント加算ロ                    （一月につき）５９３円 

② リハビリテーションマネジメント加算ロ                                      （一月につき）２７３円 

③ リハビリテーションマネジメント加算４(事業所の医師が利用者等に説明し利用者の同意を得た場合) ２７０円 

④ リハビリテーション提供体制加算１                                                （１回につき）１２円 

⑤ 短期集中個別リハビリテーション実施加算       （１日につき）１１０円 

⑥ 科学的介護推進体制加算                                （1 月につき）４０円 

⑦ 同一建物減算加算                                                        （1 日につき）―９４円 

⑧ 送迎減算                                                                （片道につき）－４７円 

⑨ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）                                                 （1 回につき）２２円 

                   （Ⅱ）                                               （1回につき）１８円 

                   （Ⅲ）                                               （1回につき） ６円 

⑩口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）                                     （６ヶ月に１回）２０円  

⑪退院時共同指導加算Ⅰ                        （退院時１回を限度）６００円 

⑫介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）          上記①から⑪までにより算定した単位数の 8.6％ 
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（２）その他の料金 

①食費（１食）········································································· ７００円 

②利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 

       ‥‥‥通常事業の実施地域を越えた地点から路程１ｋｍあたり３５円 

③おむつ代 

・尿パッド ·············································································· ４０円 

・シートタイプ··········································································· ５５円 

・タイプＭ ············································································ １８０円 

・タイプＬ ············································································ １９５円 


